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利用率の低い区民集会施設の今後の取組みについて（検討状況） 

 

 

１ 主旨 

区では、平成２９年３月に「世田谷区公共施設等総合管理計画」（以下、「本計画」という。）

を策定し取組み方針及び財政目標を示した上で、将来的な財政見通しに基づいて公共施設の適

切な管理、保全更新に取り組んできている。本年２月には本計画の一部改訂（素案）を報告し、

その中で掲げる重点方針において、利用率が低い施設について、施設の有効活用、他の用途へ

の転用、または廃止、統合等の検討を進めることとしている。 

また、区民センターや地区会館の個人利用枠の運用方法について、利用実態に照らした見直

しを進め、地域住民の利用機会の拡充など、既存施設の更なる有効活用に取り組むこととした。 

この度、令和３年９月に本計画の一部改訂（案）を示すにあたり、利用率の低い区民集会施

設における現状と今後の方向性について検討状況を報告する。 

 

 

２ 区民集会施設の有効活用 

（１）利用率の低い施設の概要 

別紙のとおり 

（２）今後の検討課題 

  ・現状の利用実態の把握を進めるとともに、維持管理にかかる将来コスト、老朽度、用途地

域、立地及び近隣施設の状況なども考慮し、民間へのヒアリングによる有効活用や統廃合、

転用の可能性も含め検討する。 

  ・利用率に反映されていない個人利用枠での活動実態等も考慮し、現在、検討を進めている

「高齢者の地域参加促進施策」の取組みの一つである「気軽に立ち寄れる居場所の開発」

や、地域コミュニティ活動での一層の有効活用も図る。 

 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

       ９月  ＤＸ推進・公共施設整備等特別委員会（一部改訂（案）） 

           世田谷区公共施設等総合管理計画の一部改訂 



施
設
名
称

H
3
0
年
度

利
用
率
（
％
）

R
1
年
度

利
用
率
（
％
）

用
途
地
域

住
所

築
年
数

敷
地
面
積

（
㎡
）

専
有
面
積
（
共
有
含
）

建
物
全
体
面
積
（
㎡
）

施
設
所
有
区
分

諸
室

1
玉

川
区

民
会

館
別

館
3
8
.0
0

3
4
.8
2

準
住

居
地

域

第
一

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

上
用

賀
５

－
１

４
－

１
－

１

０
２

2
7
年

4
2
6
7
.9

9
4
2
2
.2

7

6
9
7
9
.9

2
区

所
有

集
会

室

2
世

田
谷

地
区

会
館

3
7
.3
3

3
3
.7
9

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
世

田
谷

２
－

２
５

－
１

０
5
6
年

5
0
3
.7

6
2
9
1
.4

9

2
9
1
.4

9
区

所
有

大
広

間

第
1
会

議
室

第
2
会

議
室

料
理

講
習

室

図
書

室

3
三

宿
地

区
会

館
3
5
.0
8

3
2
.8
0

第
一

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

三
宿

２
－

７
－

１
０

4
1
年

3
0
2
.4

1
2
7
8
.2

4

2
7
8
.2

4
区

所
有

大
広

間

大
会

議

会
議

和
室

4
代

田
地

区
会

館
2
7
.2
1

2
8
.1
4

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
代

田
４

－
１

４
－

３
3
7
年

4
6
3
.2

3
4
1
5
.6

1

4
1
5
.6

1
区

所
有

大
広

間

談
話

室

5
深

沢
地

区
会

館
2
3
.4
4

2
1
.2
4

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
深

沢
１

－
１

４
－

２
２

5
4
年

6
7
9
.2

2
5
0
6
.8

3

5
0
6
.8

3
区

所
有

大
広

間

第
1
会

議
室

第
2
会

議
室

学
習

室

卓
球

室

6
岡

本
地

区
会

館
2
7
.1
0

2
4
.4
2

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
岡

本
１

－
２

５
－

４
2
3
年

9
8
4
.8

9
3
9
5
.1

9

3
9
5
.1

9
区

所
有

大
広

間

第
1
会

議
室

第
2
会

議
室

料
理

講
習

室

和
室

7
北

烏
山

地
区

会
館

1
7
.3
1

1
7
.1
4

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
北

烏
山

９
－

２
５

－
２

６
4
1
年

6
6
1
.1

8
3
5
1
.5

4

3
5
1
.5

4
区

所
有

大
広

間

第
1
会

議
室

第
2
会

議
室

和
室

8
羽

根
木

区
民

集
会

所
3
6
.6
5

2
9
.8
3

近
隣

商
業

地
域

羽
根

木
２

－
８

－
６

 東
松

原

ハ
イ

ム
１

Ｆ
3
7
年

1
7
1
0
.0

1
9
6
.2

4

9
6
.2

4
区

所
有

第
1
会

議
室

和
室

9
野

毛
区

民
集

会
所

2
8
.8
0

2
4
.9
2

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
野

毛
２

－
４

－
４

3
3
年

5
6
7

2
1
2
.9

4

4
2
5
.8

8
民

間
所

有
第

1
会

議
室

第
2
会

議
室

1
0

上
祖

師
谷

一
丁

目
区

民
集

会
所

3
5
.9
2

3
8
.8
4

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
上

祖
師

谷
１

－
２

４
－

２
3
5
年

3
7
2
3
.9

9
2
9
4
.6

7

2
3
1
9
.4

1
区

所
有

大
会

議
室

小
会

議
室

和
室

1
1

寺
町

通
り

区
民

集
会

所
2
8
.7
1

2
7
.6
4

第
二

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

第
一

種
低

層
住

居
専

用
地

域
北

烏
山

５
－

１
－

４
2
5
年

9
1
4
.3

1
3
9
0
.5

3
9
0
.5

区
所

有

第
1
会

議
室

第
2
会

議
室

和
室

Asami101
フリーテキスト


Asami101
フリーテキスト
別紙



1 

 

 

～資料編～ 

１ 施設類型ごとの基本方針 

適正配置・適正規模の考え方や施設整備の考え方に変更が生じた以下の施設を対象に、

計画に反映させた。 

  ＜対象施設：区民会館、区民センター、地区会館、区民集会所、保育施設、児童館、児

童相談所、ボランティア施設＞ 

  ※下線部分を追記・修正 

  ※利用率については、新型コロナウイルス感染症の影響がない平成 30年度の実績 

 

【区民集会施設】 

（１）区民会館 

課題 ・区民会館の利用率の状況は、築年数に関わらずバラつきがあ
る。利用率の平均は約 63.6％で、このうち利用率が 40％を下
回る施設が 1箇所ある。 

適正規模・適正配
置の考え方 

・区民会館は各総合支所に 1箇所以上配置している。 

・新規の施設整備は行わない。 

施設整備の考え方
（更新時の方針
等） 

・改築時に規模を拡大しない。 

・周辺施設との複合化を検討する。 

計画期間の取組み ・世田谷区民会館は、令和 3年度より改修工事を実施し、令和 5
年度に開設する。 

・利用率の低い区民利用施設を洗い出すとともに（例：40％以下、
1施設）、老朽度や地域偏在・地域の施設ニーズ、用途地域等を
総合的に分析し、統廃合や転用に向けた検討を進めている。 

 

（２）区民センター 

課題 ・奥沢区民センター等が区分所有で入る奥沢センタービル、三敬
ビルは、利用者の安全確保の観点から、耐震工事を実施する必
要がある。 

・区民センターの利用率の状況は、築年数に関わらずバラつきが
ある。利用率の平均は約 63.5％で、このうち利用率が 50％を
下回る施設が 1箇所あるが、40％を下回る施設はない。 

・施設が老朽化し、改修や改築が必要な状況となった場合には、
施設維持管理経費や利用状況、近隣の区民集会施設の劣化状況
などを踏まえ、施設の統合や区民集会施設の再編などを含めて
検討する必要がある。 

適正規模・適正配
置の考え方 

・区民センターは、半径約 1kmを利用圏域として各地域に配置し
ている。 

・新規の施設整備は行わない。 

施設整備の考え方
（更新時の方針
等） 

・改築時に規模を拡大しない。 
・周辺施設との複合化を検討する。 

計画期間の取組み ・区民センターの今後のより充実した区民主体・主導の様々な活
動を目指して、その有効活用を含めた運用のあり方を検証し、
改善を行う。 

・奥沢区民センター等は、他の区分所有者と調整を行いながら耐
震工事の実施に向けて取り組む。 

世田谷区公共施設等総合管理計画 一部改訂（素案）抜粋 
参考資料 
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（３）地区会館、区民集会所 

課題 ・7 箇所の地区会館が築 50 年以上を経過しており、老朽化の度
合いや改修工事の履歴を踏まえ、改修や改築などを検討する必
要がある。 

・地区会館の利用率は、築年数に関わらずバラつきがある。利用
率の平均は約 54.8％で、このうち利用率が 50％を下回る施設
が 16箇所、40％を下回る施設が 6箇所ある。 

・区民集会所の利用率は、築年数に関わらずバラつきがある。利
用率の平均は約 62.3％で、このうち利用率が 50％を下回る施
設が 8箇所、40％を下回る施設が 4箇所ある。 

・7箇所の区民集会所が、民間の施設等を借り上げており、その
内 5箇所は有償借上となっている。 

適正規模・適正配
置の考え方 

・地区会館の公共施設設計標準仕様書の参考面積は、600㎡であ
る。 

・地区会館は、半径約 500m を利用圏域として各地域に配置して
いる。 

・区民集会所は、地区会館を補完する形で配置している。 
・原則として、施設の新設は行わない。学校跡地等に集会施設を
整備する際には、既存施設の移転を原則とする。 

・地区会館は、500m圏内の区民集会施設の利用率から、施設ごと
に改築基準面積を設定する。なお、利用率が 50%を下回る場合
は、現在面積から規模を拡大せずに更新する。 

施設整備の考え方
（更新時の方針
等） 

・改築基準面積を元に、施設を更新する。 

・周辺施設、特にまちづくりセンター、学校との複合化を検討す
る。 

・小規模施設が密集している地域は、施設の更新を契機に集約化
を行い、土地の有効利用や借上施設の返還を図る。 

・改修や改築が必要となった場合には、施設維持管理経費や利用
状況、近隣の区民集会施設の劣化状況などを踏まえ、施設の統
合や区民集会施設の再編などの選択肢を含めて検討する。 

計画期間の取組み ・区民集会施設のあり方の見直しにおいて、地域コミュニティ施
設と位置づけ、利用方法等の見直しを図る。 

・代田南地区会館及び代田南児童館を花見堂小学校跡地に移転
する。 

・利用率の低い区民利用施設を洗い出すとともに（例：40％以下、
10施設）、老朽度や地域偏在・地域の施設ニーズ、用途地域等
を総合的に分析し、統廃合や転用に向けた検討を進めている。 

   

 


